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（
環
境
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
の
解
散
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
六
条
第
四
項
に
お
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」

と
い
う

）
が
行
う
業
務
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
行
わ
せ
る
た
め
、
可
能
な
限
り
速
や
か
に
機
構
を
廃
止
す
る
も
の
と
し
、

。

ま
た
、
機
構
の
職
員
が
原
子
力
規
制
庁
の
相
当
の
職
員
と
な
る
こ
と
を
含
め
、
こ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
法
制
上
の
措
置
を
速

や
か
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

本
法
律
案
は
、
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
機
構
が
行
う
業
務
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
移
管
す
る
た
め
、
機
構
を
解
散
し
、
そ

、

。

の
事
務
を
国
が
引
き
継
ぐ
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

一
、
機
構
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
解
散
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
資
産
及
び
債
務
は
国
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
が
、
機
構
の
職
員
を
原
子
力
規
制
委
員
会
職
員
と
し
て
採
用
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
を
設

け
る
。
併
せ
て
、
機
構
を
退
職
し
た
者
で
あ
っ
て
年
齢
六
十
年
以
上
の
も
の
を
、
原
子
力
規
制
委
員
会
職
員
と
し
て
採
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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四
、
三
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
原
子
力
規
制
委
員
会
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
人

事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
、
特
別
の
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

五
、
原
子
力
規
制
委
員
会
職
員
と
な
っ
た
者
の
退
職
手
当
の
算
定
は
、
機
構
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
、
国
の
職
員
と
し

て
の
在
職
期
間
と
し
て
通
算
す
る
も
の
と
す
る
。

六
、
原
子
力
規
制
委
員
会
職
員
と
な
っ
た
者
の
厚
生
年
金
保
険
等
か
ら
国
家
公
務
員
共
済
組
合
へ
の
移
行
に
当
た
り
必
要
な
特

例
を
設
け
る
。

七
、
機
構
の
解
散
に
伴
い
、
機
構
の
業
務
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
移
管
す
る
た
め
の
原
子
炉
等
規
制
法
の
改
正
な
ど
、
関
係

法
律
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


